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氷見市新商品開発・販路開拓支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、氷見市補助金等交付規則（昭和４４年氷見市規則第１２号）第２２条

の規定に基づき、氷見市新商品開発・販路開拓支援事業補助金（以下「補助金」という。）

の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（1）中小企業者 中小企業基本法（昭和３３年法律第１５４号）第２条第１項に規定す

る者をいう。ただし、次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業者(中小

企業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)に保有されている者 

 イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業者に保有されて

いる者 

  ウ 大企業者の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めて

いる中小企業者 

（2）主たる事業所の所在地 「法人税確定申告書別表第一」に記載された納税地、「所得

税の青色申告決算書」又は「所得税の収支内訳書」に記載された事業所所在地をいう。 

（補助金の交付） 

第３条 市長は、売上拡大に取り組む市内事業者が、氷見商工会議所又は氷見市ビジネスサ

ポートセンターの支援を受けて、新たな商品開発や販売促進事業（以下「事業等」という。）

を実施する場合の費用等について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

 （補助対象者等） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 
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（1）市内に主たる事業所の所在地を有する中小企業者 

（2）市税を滞納していない者 

（3）氷見市暴力団排除条例（平成２４年氷見市条例第１号）第２条第１号に規定する暴

力団でない者又は同条第２号に規定する暴力団員でない者又はそれらと密接な関係

を有しない者 

 （補助対象経費）  

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表１のと

おりとする。 

２ 前項の補助対象経費について、国、県又は氷見市以外の地方公共団体等から補助金の交

付を受ける場合は、本補助金は交付しない。 

 （補助金の額）  

第６条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし、限度額を別表２のと

おりとする。 

２ １者あたりの申請は当該年度につき１回に限るものとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）は、氷見市新商

品開発・販路開拓支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出するものとする。 

(1) 事業計画書及び事業収支計算書（様式第２号） 

(2) 誓約書兼市税納付状況確認同意書（様式第３号） 

(3) 事業計画実施支援確認書（様式第４号） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認め

たときは補助金の交付を決定し、当該補助申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する補助金の交付決定に際して、当該補助金の交付の目的を達成す
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るために必要と認める条件を付すことができる。 

（変更申請） 

第９条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、当該補助金に係る事業等の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとすると

きは、速やかに変更等承認申請書（様式第５号）に必要な書類を添えて市長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、補助対

象経費の２０パーセント以内の軽微な変更については、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請の内容の可否を決定し、補

助事業者に通知するものとする。 

３ 補助事業者は、補助事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となっ

たときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、事業完了（中止又は廃止の承認を受けたときを含む。）したとき

は、その日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度末

日のいずれか早い日までに事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に報告しなければならない。 

 (1) 事業収支決算書及び明細表（様式第７号） 

（2）事業に係る経費の支払を証明する書類 

  (3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合には、その内容を審査し、必要に応

じて現地の調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するもの

とする。 

（調査） 

第１２条 市長は補助金に関し必要があると認めたときは、補助申請者に対し、関係帳簿等

の提出を求めることができる。 
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 （交付決定の取り消し等） 

第１３条 市長は、交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を

受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又

は一部を返還させることができる。 

（細則）  

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。  

 

  附 則 

 （施行期日） 

１  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （旧要綱の廃止） 

２ 氷見市販路開拓挑戦支援事業補助金交付要綱（令和３年４月１５日市長決裁）は廃止する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年３月３１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表１（第５条関係） 

 区分 補助対象経費 

①新商品

開発に係

るもの 

・新商品の試作や開発に直接要する経費 

（原材料費（販売目的の仕入は除く。）、備品借上料等） 

・新商品の試作や開発に係る専門家への相談や外注加工等の依頼に要する

経費（専門家謝金、専門家旅費、外注加工費、委託費等） 

・新商品の試作や開発に係る調査、知的財産権の取得、性能検査に要する経費

（資料購入費、通訳・翻訳料、知的財産権取得経費、試験・検査費等） 

②新商品

の販路拡

大に係る

もの 

・新商品の販路拡大に直接要する経費 

（テスト販売（インターネット等オンラインでの販売を含む。）の際の手数

料、イベント出展等に係る小間料・小間装飾料、テスト販売品の送料、従業員

等の旅費、印刷製本費、広告宣伝費、備品借上料、通訳・翻訳料等） 

・新商品の販路拡大に係る専門家への相談や外注等の依頼に要する経費 

（専門家謝金、専門家旅費、委託料等） 

・新商品の販路拡大の調査に要する経費（資料購入費等） 

※ 人件費、家賃等の補助対象事業と関係なく発生する費用及び光熱水費・通信費等

の補助対象事業とその他の事業で区分が困難な費用並びに設備・備品購入費は補

助対象経費としない。 

※ テスト販売の際の手数料及び広告宣伝費については、アフィリエイト手数料な

ど、売上金額や販売数量に応じて算定される手数料やクレジットカード等の決済

手数料は補助対象経費としない。 

 

 

 

 

別表２（第６条関係） 

区分 限度額 

別表１の区分①から②のうち、いずれかの事業を実施する場合 ３０万円 

別表１の区分①から②のうち、複数の区分にわたる事業を実施

する場合 
５０万円 

 


